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平成２３年　東北地方太平洋沖地震に伴う
本荘国道管内【一般国道７号、日沿道】における

　「道路照明及びトンネル照明の節電」のお知らせ

●平成２３年３月１６日（水）、東北地方太平
洋沖地震の被災地である岩手県宮古市等に
向けて、災害応急対策用建設機械の燃料とし
て軽油１８ＫＬ(キロリットル)を輸送。この輸送
は国土交通省秋田河川国道事務所の要請に
基づき結城運輸倉庫株式会社が実施。

　東北地方太平洋沖地震による電力供給不足に対応するため、秋田県内の一般国道（7号、１３号、４６号、
日沿道、湯沢横手道路、琴丘能代道路）について、節電のための減灯を実施しております。本荘国道管内
一般国道（7号）、日沿道においても、３月１５日以降、節電のため道路照明の減灯を実施しております。さ
らに追加節電対策として、３月２２日から日沿道のトンネル照明の減灯も順次実施してます。
　なお、道路照明の減灯により、路面が暗くなっておりますので、ドライバ－の皆様におかれましては、夕方
の早めのライト点灯を行い、歩行者や他の走行車両に十分注意し、トンネルに入る際も、ライトの点灯など
十分注意して走行していただくようお願いいたします。
　また、今後も計画停電等により、日沿道トンネル内等についても全不灯になるおそれがありますので、管
内の道路情報板等により以下の情報を表示しております。

●秋田河川国道事務所では、３月１１日（金）に発生し
た東北地方太平洋沖地震に伴い、被災地である宮城
県気仙沼市に３月１２日（日）に職員（リエゾン）２名を派
遣し、また、同県南三陸町、岩手県大槌町に、３月１４
日（月）に職員（リエゾン）を各２名派遣しました。
　 リエゾンの派遣により、自治体との連絡を密にしてい
ます。
 
※ リエゾンとは…Ｌｉａｉｓｏｎ、「つなぐ」という意味のフランス語。災害
時の情報交換に関する協定においては、自治体に派遣される国土
交通省の職員を指します。

東北地方太平洋沖地震に伴う
秋田河川国道事務所の主な支援状況
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計画停電等による停電時において、電
光表示の速度規制が表示されない恐れ
がある場合、下記のとおりの速度表示
規制板を設置します。

　　日沿道速度規制（５０ｋｍ）


